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１．はじめに 

 EPOは、2013年 12 月 17 日の時点で機械翻訳サービスである”Patent translate”（無料オ

ンライン特許文献データベースの”espacenet”上で英語との間で特許文献の翻訳が可能）におい

て、合計 32 言語の機械翻訳サービスの提供を実現しました。これにより、EU加盟国の各言語、

日本語、中国語、ロシア語等の各言語と英語との間で機械翻訳が可能となりました。このように

入手可能な機械翻訳は、EPOにおける審査部による実体審査にも利用されています。 

 

 一方、EPO の異議申立等の手続において、証拠書類が公用語以外の言語で記載されているも

のである場合、一般に、正確さを期すために、通常は、機械語翻訳ではなく手翻訳された翻訳文

が提出されます。 

 

本件においては、審査部による審査段階で、日本語の先行技術文献が複数引用され、これらの

翻訳文として機械翻訳文が Official Actionに添付されていました。このような場合、実体審査等

の手続において、どのような問題が生じるかを示す審決例を以下に説明します。 
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